
国民健康保険税の課税限度額の引き上げ(予定） 国民健康保険税の軽減判定所得の基準の引き上げ（予定）

　⑴　改正の予定内容 　⑴　改正の予定内容

　　　基礎課税額に係る課税限度額を次のとおり引き上げます。

  

　　　

２割

５割

　⑵　軽減判定所得額の変化

　⑵　今後の影響

　⑶　影響世帯：課税限度額超過世帯（推計）

※平成29年12月試算 　⑶　影響世帯：軽減対象世帯（推計）

　⑷　県内の課税限度額の状況（平成２９年度） 6世帯増

89万 88万 87万 86万 85万 81万 73万 12世帯増

45 1 2 1 3 1 1 ※平成29年12月試算

　⑸　限度額改正経過 　⑷　今後の影響：国民健康保険税の減少額（推計）

H21 H22 H23 H26 H27 H28 H29 H30

69万 73万 77万 81万 85万 89万 → 93万

65万 → 73万 77万 81万 85万 89万 93万

※平成29年12月試算

　⑹　施行日 　⑸  施行日

　　　平成３０年４月１日 　  '　平成３０年４月１日

区　分 改正前 改正後 引上げ額

基礎課税額 ５４万円 ５８万円 ４万円 変更前 変更後

後期高齢者支援金等課税額 １９万円 １９万円 変更なし 33万円 + 被保険者数×49万円 33万円 + 被保険者数×50万円

介護納付金課税額 １６万円 １６万円 変更なし 33万円 + 被保険者数×27万円 33万円 + 被保険者数×27.5万円

合　計 ８９万円 ９３万円

２人世帯の場合、世帯で次の所得額以下になると軽減の対象となります。　　

軽減判定所得額

変更前 変更後

２割軽減 １３１万円以下 １３３万円以下

改正前 改正後 ５割軽減 ８７万円以下 ８８万円以下

影響世帯数 135世帯 116世帯 １９世帯減少

変更前 変更後

２割軽減 ５５６世帯 ５６２世帯

限度額(円) ５割軽減 ５４５世帯 ５５７世帯

市町村数

年度 変更前 変更後

法令限度額(円) ２割軽減 ７７０万円 ８４０万円 ７０万円減少

長久手市 ５割軽減 １，９００万円 ２，１００万円 ２００万円減少

長久手市国民健康保険税条例の一部改正（案）について 別紙２

 平成３０年度税制改正大綱において、国民健康保険税の課税限度額及び軽
減判定所得の基準が引き上げられることとなり、平成３０年３月３１日に
地方税法施行令の一部を改正する政令が交付され、同年４月１日に施行さ
れることとなっています。
　これを受けて、本市においても長久手市国民健康保険税条例の一部改正
を専決処分にて３月末に行う予定です。

　国民健康保険税（均等割・平等割）の２割軽減及び５割軽減の対象となる世帯の軽減判
定所得の基準を次のとおり引き上げます。

　国民健康保険税の課税額が年間 約２００万円 増加することが見込まれます。
　　　　　　　　　　　　　（保険税率改正後の額）


